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第65回 控用申告書の
収受印制度廃止

と
し
て
扱
わ
れ
、
税
務
署
へ
直
接
持
参
し

た
際
に
は
、
即
時
に
収
受
印
が
押
印
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
電
子
申
告
の
普
及
や

行
政
手
続
き
の
効
率
化
に
伴
い
、
押
印
の

必
要
性
や
運
用
方
法
が
見
直
さ
れ
、
国
税

庁
は
令
和
７
年
１
月
か
ら
申
告
書
な
ど
の

控
え
に
対
す
る
収
受
日
付
印
の
押
印
を
廃

止
す
る
方
針
を
固
め
ま
し
た
。

　

こ
の
見
直
し
の
背
景
に
は
、デ
ジ
タ
ル
・

ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
や
行
政
コ
ス
ト
の
削
減

と
い
っ
た
目
的
が
あ
り
、
押
印
に
依
存
す

る
こ
と
な
く
申
告
の
提
出
日
や
受
領
証
明

を
行
う
こ
と
で
、
税
務
行
政
の
手
続
き
を

整
備
す
る
狙
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ

り
、
税
務
署
の
窓
口
に
よ
る
押
印
作
業
が

簡
略
化
さ
れ
、
申
告
者
側
の
手
続
き
も
簡

素
化
さ
れ
ま
す
。

見
直
し
の
概
要
と
代
替
方
法

令
和
７
年
１
月
か
ら
税
務
署
に
提
出
さ

れ
た
紙
の
申
告
書
や
届
出
書
は
、
従
来
の

よ
う
に
収
受
日
付
印
の
押
印
が
行
わ
れ
な

く
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
控
え
を
税

務
署
に
提
出
し
て
も
収
受
印
の
押
さ
れ
た

控
え
は
返
却
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

申
告
書
や
届
出
書
の
提
出
日
を
証
明
す

る
代
替
手
段
と
し
て
は
、
①
「e －

Ta
x

に
よ
る
申
告
・
申
請
手
続
き
」
②
「
申
告

　

こ
ん
に
ち
は
、税
理
士
の
髙
た
か
は
ら
ま
こ
と

原
誠
で
す
。

　

令
和
７
年
１
月
か
ら
申
告
に
関
す
る
手

続
き
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す
。
今
回
は
申

告
書
や
届
出
書
の
控
え
に
押
印
さ
れ
る

「
収し
ゅ
う
じ
ゅ
ひ
づ
け
い
ん

受
日
付
印
の
見
直
し
」
に
つ
い
て
、

そ
の
背
景
や
概
要
、
相
続
税
申
告
に
お
け

る
影
響
や
納
税
者
の
方
が
留
意
す
べ
き
ポ

イ
ン
ト
な
ど
を
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

制
度
廃
止
の
背
景
と
目
的

　

こ
れ
ま
で
、
税
務
署
に
提
出
さ
れ
る
申

告
書
や
届
出
書
に
は
収
受
印
が
押
さ
れ
、

そ
の
収
受
日
付
印
は
、
受
付
日
の
証
明
に

な
り
ま
し
た
。
収
受
印
は
、
申
告
書
や
届

出
書
の
提
出
日
を
確
認
す
る
重
要
な
証
拠

書
等
情
報
取
得
サ
ー
ビ
ス
」
③
「
保
有
個

人
情
報
の
開
示
請
求
」
④
「
税
務
署
で
の

申
告
書
等
の
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
」
⑤
「
納
税

証
明
書
の
交
付
請
求
」
の
５
つ
が
あ
り
ま

す
。

　

特
に
申
告
・
提
出
期
限
の
管
理
が
必
要

な
書
類
に
つ
い
て
は
、
あ
と
か
ら
提
出
日

を
確
認
で
き
る
よ
う
に
証
明
方
法
を
把
握

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
電
子
申
告

に
よ
る
申
告
書
の
提
出
で
あ
れ
ば
、
税
務

署
か
ら
の
受
信
通
知
が
受
領
証
明
と
な
る

た
め
、
通
知
を
必
ず
保
存
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

電
子
申
告
の
メ
リ
ッ
ト

　

電
子
申
告
は
、
提
出
日
も
デ
ジ
タ
ル

で
自
動
的
に
記
録
さ
れ
ま
す
。
e －

Ta
x

の
場
合
、
提
出
か
ら
受
領
証
明
の
取
得
ま

で
を
迅
速
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
ス
マ
ホ

ア
プ
リ
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
」
を

イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
e －

Ta
x
に
よ
る
申
告
が
可
能
で

す
。

　

ま
た
、
過
去
の
申
告
内
容
の
確
認
や
修

正
申
告
も
電
子
申
告
で
対
応
で
き
ま
す
。

納
税
者
が
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

　

納
税
者
が
今
後
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

⑴
提
出
日
を
証
明
す
る
た
め
の
手
段
を
確

認
・
確
保
す
る
。

　

提
出
日
の
証
明
が
従
来
と
異
な
る
た

め
、
紙
の
申
告
書
な
ど
を
提
出
す
る
際

は
、
代
替
と
な
る
提
出
期
限
の
管
理
が

必
要
で
す
。

⑵
電
子
申
告
の
積
極
的
な
活
用

　

電
子
申
告
に
よ
り
、
提
出
確
認
や
受
領

証
明
が
確
実
に
行
え
る
た
め
、
今
後
は

電
子
申
告
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
納
税
者
の
理
解
や
適
応
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

⑶
新
し
い
運
用
の
情
報
収
集

　

国
税
庁
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
定
期

的
に
確
認
し
、
収
受
日
付
印
の
廃
止
に

伴
う
最
新
情
報
や
正
し
い
手
続
き
を
踏

ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

相
続
税
申
告
に
お
け
る
影
響

　

相
続
税
の
申
告
に
は
、
膨
大
な
情
報
お

よ
び
資
料
の
作
成
を
要
し
ま
す
が
、
実
は

税
務
署
は
こ
れ
ら
の
書
類
の
提
出
ま
で
を

求
め
て
は
い
ま
せ
ん
（
別
図
Ａ
参
照
）。　

こ
れ
は
、
所
得
税
申
告
や
法
人
税
申
告
、

消
費
税
申
告
と
同
様
に
、
領
収
書
や
請
求

書
の
提
出
を
求
め
て
い
な
い
の
と
同
じ
で

す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
相
続
税
申
告
は
、

「
税
務
調
査
を
避
け
る
」「
他
の
税
理
士
と

差
別
化
を
図
る
」
な
ど
の
理
由
で
、
相
続

税
申
告
書
と
と
も
に
根
拠
と
な
る
分
厚
い

書
類
の
提
出
が
好
ま
れ
て
い
ま
し
た
。　

　

税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
化
が
進
む
な
か
、
今

後
は
「
い
か
に
少
な
い
資
料
で
税
務
署
を

納
得
さ
せ
る
か
」
が
、
税
理
士
と
し
て
の

腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
。
相
続
人
の
年
齢
層
も
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
身
近
な
世
代
と
な
り
つ

つ
あ
る
い
ま
、
辞
書
の
よ
う
な
紙
の
申
告

書
は
敬
遠
さ
れ
、
デ
ー
タ
に
よ
る
申
告
保

管
を
望
む
人
が
着
実
に
増
え
て
い
き
ま

す
。
税
務
調
査
を
回
避
す
る
申
告
書
の
作

成
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
が
、「
省
エ
ネ

申
告
書
」
の
適
用
も
時
流
に
即
し
た
要
請

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

終
わ
り
に

　

令
和
７
年
１
月
よ
り
実
施
さ
れ
る
収
受

日
付
印
の
廃
止
は
、
従
来
と
は
異
な
る
対

応
が
求
め
ら
れ
る
反
面
、
税
務
手
続
き
の

簡
素
化
や
業
務
の
効
率
化
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
の
見
直
し
は
、
税
理
士
に

と
っ
て
も
意
識
改
革
や
経
営
改
革
を
促
す

一
つ
の
転
機
と
な
る
で
し
ょ
う
。

●重複する書類がある場合
は、重ねて提出する必要
はありません。

●相続税申告に必要な書類
は、主に役所や金融機関
から入手することになり
ます。役所等の窓口業務
は平日のみであることが
多く、また相続人以外は
書類を取得しにくいため、
注意が必要です。

●相続税申告に添付する必要書類と、税理
士の要請によって収集する申告書作成の
ための書類は重複するものもあります。
費用をかけて行政書士や司法書士に収集
を依頼するか、自身で準備するかは、よ
く検討して判断しましょう。

別図 A 税務署の窓口で申告する場合に必要な書類

相続税の申告書にはマイナンバーの記載が必要であり、本人確認のため、マイナンバー
カードの番号確認および身元を証明するための書類の写しが必要となります。
以下のイとロからそれぞれいずれか一つを、本人確認書類の写しとして提出します。

イマイナンバーカードの番号を確認するための書類の写し
・マイナンバーカード【裏面】
・通知カード（マイナンバー（個人番号）をお知らせする紙のカード）
・住民票の写し（マイナンバーの記載があるものに限る）など

ロ身元を証明するための書類の写し
・マイナンバーカード【表面】
・運転免許書　・身体障害者手帳
・パスポート　など

1. 本人確認書類

2. 相続税申告の際に添付して提出する主な書類（税務署の要請によるもの）
■特例を受けない一般の場合　※①は、Ⓐ～Ⓒのいずれかを提出

①

Ⓐ 戸籍の謄本 相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの
Ⓑ 法定相続情報一覧図 養子がいる場合は、その養子の戸籍の謄本または抄本が必要

Ⓒ ⒶまたはⒷの書類のコピー －

② 遺言書の写し or 遺産分割協議書の写し 被相続人の意思や相続人間の合意を示す文書の写し
※提出は必須ではないものの、提出が望ましいと指定される書類

■特例を受ける場合　※15ある特例のうち、一部を抜粋
⑴配偶者の税額軽減の適用
①② 「特例を受けない一般の場合」の①と②の書類
③ 遺産分割協議書に押印した印鑑証明書（相続人全員分）
④ 申告期限後3年以内の分割見込書（申告期限内に分割できない場合）

※「特定居住用宅地等の適用」を受ける場合、取得者ごとに必要な書類が異なります。
　取得者の要件や各項目の詳細および上記以外の特例を適用する場合は、国税庁HPに
掲載されている「（参考）相続税の申告の際に提出していただく主な書類

　https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/pdf/E18.pdf」
をご確認いただくか、税理士にご相談ください。

⑵小規模宅地等の特例の適用　※①～⑧項目のうち、⑤-1までを抜粋
①② 「特例を受けない一般の場合」の①と②の書類

③ 遺産分割協議書に押印した印鑑証明書（相続人全員分）
④ 申告期限後3年以内の分割見込書（申告期限内に分割できない場合）

⑤-1

被相続人
の居住の
用に供さ
れていた
宅地等

特例の適用を受ける宅地を相続した個人の住民税、
戸籍の附票の写しなど（コピーでも可）
※マイナンバー（個人番号）の提出があれば免除される

被相続人と同居していた親族が取得する場合
要　件：相続税の申告期限（被相続人が亡くなったことを

知った日の翌日から10か月以内）まで被相続人と
同じ家に住み、所有していること など

ただし、e-Taxによる
申告手続きを行う場合は、
本人確認書類（イおよびロ）の提示
または写しの提出は不要です。


